
提　出　予　定　議　案

⑴ 総合計画基本構想の策定について １件

⑵ 条例の制定について １件

⑶ 条例の一部改正について １２件

⑷ 指定管理者の指定について ７件

⑸ 規約の変更について １件

⑹ 財産の取得について ２件

⑺ 補正予算 ８件  (別冊）

⑻ 専決処分の報告について ２件

１ ２ 月 議 会 提 出 予 定 議 案 の 概 要

ＨＰ・窓口用



番　号 件　名

議案第９４号 第五次川越市総合計画基本構想の策定について

議案第９５号
アナログ規制を見直すための関係条例の整備等に関する条例を定め
ることについて

議案第９６号
川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部
を改正する条例を定めることについて

議案第９７号
川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を
定めることについて

議案第９８号
特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する
条例を定めることについて

議案第９９号
川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例を定めることについて

議案第１００号
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に
関する条例を定めることについて

議案第１０１号
川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
及び川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基
準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて

議案第１０２号
川越市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を
定めることについて

議案第１０３号
川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例を定めることについて

議案第１０４号
川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることにつ
いて

議案第１０５号
川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条
例を定めることについて

議案第１０６号
川越市における建築物に附置すべき駐車施設に関する条例の一部を
改正する条例を定めることについて

議案第１０７号
川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を定めるこ
とについて

議案第１０８号 川越市やまぶき会館の指定管理者の指定について

議案第１０９号 川越西文化会館の指定管理者の指定について

議案第１１０号 川越南文化会館の指定管理者の指定について

議案第１１１号 川越運動公園の指定管理者の指定について

議案第１１２号 川越市総合福祉センターの指定管理者の指定について

議案第１１３号 川越市養護老人ホームやまぶき荘の指定管理者の指定について

議案第１１４号 川越市グリーンツーリズム拠点施設の指定管理者の指定について

川越市議会第５回定例会提出予定議案



番　号 件　名

議案第１１５号 川越地区消防組合規約の変更について

議案第１１６号 災害対策用備蓄品（避難所用パーテーション）の取得について

議案第１１７号 災害対策用備蓄品（避難所用簡易ベッド）の取得について

議案第１１８号 令和７年度川越市一般会計補正予算（第４号）

議案第１１９号 令和７年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

議案第１２０号 令和７年度川越市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

議案第１２１号 令和７年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算（第１号）

議案第１２２号 令和７年度川越市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

議案第１２３号 令和７年度川越市水道事業会計補正予算（第１号）

議案第１２４号 令和７年度川越市公共下水道事業会計補正予算（第３号）

議案第１２５号 令和７年度川越市農業集落排水事業会計補正予算（第２号）

報　告

報告第１７号 専決処分の報告について

報告第１８号 専決処分の報告について



議案第９４号

第五次川越市総合計画基本構想の策定について

１ 趣旨

第五次川越市総合計画基本構想を策定するため、川越市総合計画策定条例

第５条の規定により、議会の議決を求めようとするものです。

２ 基本構想の概要

⑴ 基本構想の内容

都市づくりの目標、分野別の方向性及び将来都市構造を定めようとする

ものです。

⑵ 都市づくりの目標

将来都市像、将来人口及び基本目標を定めようとするものです。

ア 将来都市像

将来都市像を「ずっと安心、もっと幸せ、魅力あふれるまち 川越」

としようとするものです。

イ 将来人口

令和１７年の人口目標を定めようとするものです。

ウ 基本目標

「こども・子育て」、「福祉・保健・医療」、「教育・文化・スポーツ」、 
「都市基盤・生活基盤」、「産業・観光」、「環境」、「地域社会・安全安心」 
及び「協働・行財政運営」の８つの分野の基本目標を定めようとするも

のです。

⑶ 分野別の方向性

８つの分野の基本目標の達成に向けた方向性を定めようとするものです。 
⑷ 将来都市構造

鉄道駅周辺などの複数箇所に都市機能が集積した拠点が形成され、住民

が徒歩や公共交通などで容易にアクセスできる多極ネットワーク型の都市

構造を将来都市構造として定めようとするものです。

３ 基本構想の期間

  令和８年度から令和１７年度までの１０年間としようとするものです。

４ 効果

  総合的かつ計画的な行政の運営を図ることができます。

（政策企画課作成資料）
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議案第９５号 
 
 アナログ規制を見直すための関係条例の整備等に関する条例を定めることに

ついて 
 
１ 改正の趣旨 
  書面の掲示又は備付け等のアナログ的手法を用いることとした規定を見直

すため、次に掲げる条例の一部を改正しようとするものです。 
 ⑴ 川越市財政事情の作成及び公表に関する条例 
 ⑵ 川越市公告式条例 
 ⑶ 川越市税条例 
 ⑷ 川越市下水道条例 
 ⑸ 川越市監査委員条例 
 ⑹ 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例 
 ⑺ 川越市行政手続条例 
 ⑻ 川越市屋外広告物条例 
 ⑼ 川越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 
 ⑽ 川越市都市公園条例 
 ⑾ 川越市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 
２ 改正の内容 
 ⑴ １⑴から⑶まで、⑸、⑺、⑼及び⑽に掲げる条例 

条例の公布等の市役所前の掲示板等に掲示することとしていたものにつ

いて、市のウェブサイトへの掲載等によりこれを行うことができるように

しようとするものです。 
⑵ １⑷に掲げる条例 

排水設備等の工事を行う排水設備工事責任技術者について、営業所ごと

の専属を要していたものを兼任することを可能にしようとするものです。 
⑶ １⑹に掲げる条例 

一般廃棄物収集運搬業者等に対し、許可証の事務所等への掲示に加え、 
当該許可証の記載事項をウェブサイトに掲載させようとするものです。 

 ⑷ １⑻に掲げる条例 
   屋外広告物事業者等に対する屋外広告物等への許可の証票の貼付け義務 

等を廃止しようとするものです。 
 ⑸ １⑾に掲げる条例 

市に電子申請をする場合の添付書類について、市が当該書類の内容を確

認できる場合には、この添付を要しないこととしようとするものです。 
 ⑹ その他所要の規定の整備をしようとするものです。 
３ 施行期日 
  一部を除き、令和８年４月１日としようとするものです。 
４ 効果 
  デジタル化の推進及び利用者の利便性の向上を図ることができます。 

（行政改革推進課作成資料） 

2



議案第９６号

川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例を定めることについて

１ 改正の趣旨

個人番号を利用することができる事務等を見直すため、川越市個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正しようとするもので

す。

２ 改正の内容

⑴ 個人番号を利用する事務に住登外者宛名番号管理機能による住登外者の

情報の管理に関する事務を追加しようとするものです。

⑵ 市の機関が事務を処理するために利用し、及び提供することができる特

定個人情報に住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関

する情報を追加しようとするものです。

⑶ その他所要の規定の整備をしようとするものです。

３ 施行期日

  公布の日としようとするものです。

４ 効果

  適正な個人番号の利用及び特定個人情報の提供を図ることができます。

（情報政策課作成資料）
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議案第９７号

川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を定めるこ

とについて

１ 改正の趣旨

 職員の給与を改定するため、次に掲げる条例の一部を改正しようとするも

のです。

⑴ 川越市一般職の職員の給与に関する条例

⑵ 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

⑶ 川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

⑷ 川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例

２ 改正の内容

⑴ 川越市一般職の職員の給与に関する条例

職員の給料月額を引き上げるとともに、期末手当の年間支給月数を２．

５月分から２．５２５月分（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、１．

４月分から１．４２５月分）に、勤勉手当の年間支給月数を２．１月分か

ら２．１２５月分（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、１．０月分

から１．０２５月分）にしようとするものです。

⑵ 川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

特別職の職員で非常勤のものの報酬のうち、その他の非常勤の特別職に

係る日額の限度額を引き上げようとするものです。

⑶ 川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

特定任期付職員の給料月額を引き上げるとともに、期末手当の年間支給

月数を１．９月分から１．９２５月分に、勤勉手当の年間支給月数を１．

７５月分から１．７７５月分にしようとするものです。

⑷ 川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例

会計年度任用職員の給料月額を引き上げるとともに、期末手当の年間支

給月数を２．５月分から２．５２５月分に、勤勉手当の年間支給月数を２．

１月分から２．１２５月分にしようとするものです。

３ 施行期日

  一部を除き、公布の日としようとするものです。

４ 効果

  適切な給与の支給を行うことができます。

（職員課作成資料）

4



議案第９８号

特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を定

めることについて

１ 改正の趣旨

 特別職の職員で常勤の者等の期末手当の支給月数を改定するため、次に掲

げる条例の一部を改正しようとするものです。

⑴ 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例

⑵ 川越市上下水道事業管理者の給与等に関する条例

⑶ 川越市特別職の秘書の職の指定及び給与等に関する条例

⑷ 川越市教育委員会教育長の給与等に関する条例

⑸ 議会の議員の議員報酬等に関する条例

２ 改正の内容

  期末手当の年間支給月数を４．６月分から４．６５月分にしようとするも

のです。

３ 施行期日

  一部を除き、公布の日としようとするものです。

４ 効果

  適切な期末手当の支給を行うことができます。

（職員課作成資料）

5



議案第９９号  

川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を定めることについて

１ 改正の趣旨

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一

部改正に伴い、川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例の一部を改正しようとするものです。

２ 改正の内容

  引用条項に係る規定の整理をしようとするものです。

３ 施行期日

  公布の日としようとするものです。

４ 効果

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律との

整合を図ることができます。

（介護保険課作成資料）

6



議案第１００号  

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例を定めることについて

１ 改正の趣旨

 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、次に掲げる条例の一部

を改正しようとするものです。

⑴ 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

⑵ 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関

する基準を定める条例

⑶ 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

⑷ 川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例

⑸ 川越市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例

⑹ 川越市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

２ 改正の内容

⑴ １⑴及び⑶から⑹までに掲げる条例

児童福祉法を引用する条項に係る規定の整理をしようとするものです。

⑵ １⑵及び⑷に掲げる条例

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律及び学校教育法において、入園児虐待に係る規定が創設されたことに伴

う規定の整備をしようとするものです。

３ 施行期日

  公布の日としようとするものです。

４ 効果

  保育所等の適正な運営に資することができます。

（こども政策課作成資料）
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議案第１０１号 
 
 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び川越

市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例を定めることについて 
 
１ 改正の趣旨 
  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令に

よる家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び児童福祉法に基づく

指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、

川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び川越

市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正しようとするものです。 
２ 改正の内容 
 ⑴ 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 
   家庭的保育事業者等が省略することができる健康診断に、乳幼児健康診

査の結果を把握した場合における当該乳児又は幼児に対する健康診断を加

えようとするものです。 
 ⑵ 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例 
   指定児童発達支援事業者等が省略することができる健康診断に、乳幼児

健康診査の結果を把握した場合における当該乳児又は幼児に対する健康診

断を加えようとするものです。 
３ 施行期日 
  公布の日としようとするものです。 
４ 効果 
  家庭的保育事業等及び指定通所支援の事業等の適正な運営に資することが

できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（こども政策課作成資料） 
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議案第１０２号 
 
川越市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を定めるこ

とについて 
 
１ 制定の趣旨 
  子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、川越市特定乳児等通園支援事業

の運営に関する基準を定める条例を制定しようとするものです。 
２ 制定の内容 
  特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について規定しようとするも

のです。 
３ 施行期日 
  令和８年４月１日としようとするものです。 
４ 効果 
  特定乳児等通園支援事業の適正な運営に資することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（保育課作成資料） 

9



議案第１０３号  

川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を定めることについて

１ 改正の趣旨

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、川越市児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正しようとす

るものです。

２ 改正の内容

  母子生活支援施設に置かれる当該施設の長及び母子支援員の資格要件につ

いて、こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を加えようとするも

のです。

３ 施行期日

  令和８年３月１日としようとするものです。

４ 効果

  母子生活支援施設の適正な運営に資することができます。

（こども家庭課作成資料）
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議案第１０４号 

川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて 

１ 改正の趣旨 

  国民健康保険税の課税額の見直しを行うため、川越市国民健康保険税条例

の一部を改正しようとするものです。 

２ 改正の内容 

⑴ 基礎課税限度額、後期高齢者支援金等課税限度額及び被保険者均等割額

並びに所得割額の算定に係る税率をそれぞれ引き上げようとするものです。 

⑵ 被保険者均等割額について、総所得金額等の合算額が一定の額を超えな

い世帯及び未就学児の属する世帯に対する減額措置を拡充しようとするも

のです。

３ 施行期日 

  令和８年４月１日としようとするものです。 

４ 効果 

  国民健康保険税の適正な課税を図ることができます。 

（国民健康保険課作成資料） 

11



議案第１０５号 

川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を定め

ることについて

１ 改正の趣旨

 医療費助成金の支給対象者の見直しを行うため、川越市重度心身障害者医

療費支給に関する条例の一部を改正しようとするものです。

２ 改正の内容

⑴ 医療費助成金の支給の対象となる者に、精神障害等級が２級の障害を有

する者を加えようとするものです。

⑵ 医療費助成金の支給の対象となる者から、身体障害等級が４級の障害を

有する者を除こうとするものです。

３ 施行期日

  一部を除き、令和８年４月１日としようとするものです。

４ 効果

  重度心身障害者に対する医療費助成制度の適正な運用を図ることができま

す。

（高齢・障害医療課作成資料）
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議案第１０６号 

川越市における建築物に附置すべき駐車施設に関する条例の一部を改正する

条例を定めることについて

１ 改正の趣旨

駐車場法施行令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令の一部改正に伴い、川越市における建築物に附置すべき駐車施設に

関する条例の一部を改正しようとするものです。

２ 改正の内容

⑴ 建築物の延べ面積が２，０００平方メートル以上かつ戸数が５０戸以上

の共同住宅について、新たに、荷さばきのための駐車施設を附置しなけれ

ばならないこととしようとするものです。

⑵ 建築物の敷地に附置すべき駐車施設のうち車椅子使用者用のものの台数

の基準について、少なくとも１台以上としていたものを、当該駐車施設の

駐車台数に応じたものに見直しをしようとするものです。

３ 施行期日

  一部を除き、令和８年４月１日としようとするものです。

４ 効果

  道路交通の円滑化及び高齢者、障害者等の移動上の利便性等の向上の促進

を図ることができます。

（都市計画課作成資料）
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議案第１０７号 

川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについ

て

１ 改正の趣旨

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、川越市建築基準法関係手数料条例の

一部を改正しようとするものです。

２ 改正の内容

引用条項に係る規定の整理をしようとするものです。

３ 施行期日

  公布の日としようとするものです。

４ 効果

  建築基準法施行令との整合を図ることができます。

（建築指導課作成資料）
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議案第１０８号  

川越市やまぶき会館の指定管理者の指定について

 川越市やまぶき会館の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めようとするものです。

１ 公の施設の名称

  川越市やまぶき会館

２ 指定管理者として指定するもの

  川越市郭町一丁目１８番地７

 公益財団法人川越市施設管理公社

  理事長 神田 宏次

３ 指定の期間

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４ 効果

  施設の設置の目的を効果的に達成することができます。

（文化芸術振興課作成資料）
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議案第１０９号  

川越西文化会館の指定管理者の指定について

 川越西文化会館の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求めようとするものです。

１ 公の施設の名称

  川越西文化会館

２ 指定管理者として指定するもの

  川越市郭町一丁目１８番地７

 公益財団法人川越市施設管理公社

  理事長 神田 宏次

３ 指定の期間

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４ 効果

  施設の設置の目的を効果的に達成することができます。

（文化芸術振興課作成資料）
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議案第１１０号  

川越南文化会館の指定管理者の指定について

 川越南文化会館の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求めようとするものです。

１ 公の施設の名称

  川越南文化会館

２ 指定管理者として指定するもの

  川越市郭町一丁目１８番地７

 公益財団法人川越市施設管理公社

  理事長 神田 宏次

３ 指定の期間

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４ 効果

  施設の設置の目的を効果的に達成することができます。

（文化芸術振興課作成資料）
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議案第１１１号  

川越運動公園の指定管理者の指定について

川越運動公園の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により、議会の議決を求めようとするものです。

１ 公の施設の名称

川越運動公園

２ 指定管理者として指定するもの

川越市郭町一丁目１８番地７

公益財団法人川越市施設管理公社

理事長 神田 宏次

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

４ 効果

施設の設置の目的を効果的に達成することができます。

（スポーツ振興課作成資料）
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議案第１１２号  

川越市総合福祉センターの指定管理者の指定について

 川越市総合福祉センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を求めようとするものです。

１ 公の施設の名称

  川越市総合福祉センター

２ 指定管理者として指定するもの

川越市小仙波町二丁目５０番地２

 社会福祉法人川越市社会福祉協議会

  理事長 後藤 徳子

３ 指定の期間

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４ 効果

  施設の設置の目的を効果的に達成することができます。

（障害者福祉課作成資料）
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議案第１１３号  

川越市養護老人ホームやまぶき荘の指定管理者の指定について

 川越市養護老人ホームやまぶき荘の指定管理者を指定するため、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めようとするものです。

１ 公の施設の名称

  川越市養護老人ホームやまぶき荘

２ 指定管理者として指定するもの

  川越市大字笠幡３５９０番地２

 社会福祉法人加寿美福祉会

  理事長 髙松 昭

３ 指定の期間

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

４ 効果

施設の設置の目的を効果的に達成することができます。

（高齢者いきがい課作成資料）
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議案第１１４号 
 
 川越市グリーンツーリズム拠点施設の指定管理者の指定について 
 
川越市グリーンツーリズム拠点施設の指定管理者を指定するため、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めようとするものです。 
 
１ 公の施設の名称 
  川越市グリーンツーリズム拠点施設 
２ 指定管理者として指定するもの 
  アグリリンク共同事業体 

   構成員代表者 

東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 

     株式会社日比谷花壇 

代表取締役 宮島 浩彰 

   構成員 

    京都府京都市下京区東塩小路町６０７番地辰巳ビル１階 

     株式会社マイファーム 

      代表取締役 西辻 一真 

構成員 

    行田市行田２２番１０号 

     株式会社サンワックス 

      代表取締役 野原 治人 

３ 指定の期間 
  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
４ 効果 

施設の設置の目的を効果的に達成することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（農政課作成資料） 
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議案第１１５号  

川越地区消防組合規約の変更について

１ 協議の趣旨

川越地区消防組合規約を変更することについて協議を行うため、議会の議

決を求めようとするものです。

２ 協議の内容

次に掲げる事項について協議を行おうとするものです。 

⑴ 川越地区消防組合の事務所の位置を、川越市御成町１番地１とすること。

⑵ 川越地区消防組合の経費に充てる組合構成市町の負担金の負担割合を、

経費の種類に応じて過年度の決算額等を基に算定した割合とすること。

３ 施行期日

一部を除き、令和８年４月１日としようとするものです。

４ 効果

  川越地区消防組合における適正な事務の執行を図ることができます。

（防災危機管理室作成資料）
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議案第１１６号 
 
 災害対策用備蓄品（避難所用パーテーション）の取得について 
 
１ 取得の目的 
  避難所における生活環境を改善するため取得しようとするものです。 
２ 取得する財産の概要 
  避難所用パーテーション ３７８台 
３ 契約の方法 
  一般競争入札 
４ 取得の金額 
  １９，５０１，０２０円  
５ 契約の相手方 
  川口市本蓮一丁目１番９号 

  星野総合商事株式会社 
    代表取締役 星野 晃一郎  
６ 納入期限 
  令和８年３月１９日 
７ 効果 
  避難所の適切な運営を図ることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（防災危機管理室作成資料） 
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議案第１１７号 
 
 災害対策用備蓄品（避難所用簡易ベッド）の取得について 
 
１ 取得の目的 
  避難所における生活環境を改善するため取得しようとするものです。 
２ 取得する財産の概要 
  避難所用簡易ベッド ２，６４６台 
３ 契約の方法 
  一般競争入札 
４ 取得の金額 
  ２０，０８３，１４０円  
５ 契約の相手方 
  川口市本蓮一丁目１番９号 

  星野総合商事株式会社 
    代表取締役 星野 晃一郎  
６ 納入期限 
  令和８年３月１９日 
７ 効果 
  避難所の適切な運営を図ることができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（防災危機管理室作成資料） 
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報告第１７号

専決処分の報告について

 教育用コンピュータの賃貸借契約における賃貸借物件の一部を紛失し、当該

物件を返還することができなくなったことにより発生した損害金として、金１

６，５００円を相手方のさいたま市中央区大字下落合１０７９番地１、ＮＸ・

ＴＣリース＆ファイナンス株式会社関東信越支店に支払うことについて、地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告するものです。

１ 事案の概況 平成２８年９月１日から継続して令和７年３月３１日まで、

相手方と締結していた教育用コンピュータの賃貸借契約の終

了に伴い、賃貸借物件を返還すべきところ、その一部を紛失

したものです。

２ 賠償の要旨 相手方に対し、上記契約に基づく返還義務を履行することが

できなくなったことにより発生した損害金の支払をしようと

するものです。

（教育指導課作成資料）
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報告第１８号

専決処分の報告について

 教育用コンピュータの賃貸借契約における賃貸借物件の一部を紛失し、当該

物件を返還することができなくなったことにより発生した損害金として、金１

６８，８００円を相手方のさいたま市大宮区桜木町一丁目９番地６号大宮セン

タービル、ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社関東支店に支払うことについて、地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告するものです。

１ 事案の概況 平成２９年９月１日から継続して令和７年３月３１日まで、

相手方と締結していた教育用コンピュータの賃貸借契約の終

了に伴い、賃貸借物件を返還すべきところ、その一部を紛失

したものです。

２ 賠償の要旨 相手方に対し、上記契約に基づく返還義務を履行することが

できなくなったことにより発生した損害金の支払をしようと

するものです。

（教育指導課作成資料）
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